
議案第２７号 

 

 

 三次市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例案を次のように提出する。 

 

 

  令和８年２月２０日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１

６年三次市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

                                  

 

 

」を 

「 

 

 

（学）校医 校医１人につき基本報酬  

９７，１００円 

兼務１校につき ９，８００円 

生徒１人につき １００円 

（学）校医 校医１人につき基本報酬  

年額 ９７，１００円 

兼務１校につき 

年額 ９，８００円 

定期健康診断児童・生徒１人に 

つき １００円 



 

 

」に 

改める。 

   附 則 

 この条例は，令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 定期健康診断１時間につき 

１０，０００円 


